
平成 16 年度全国都市再生モデル調査 

大学、民間企業等が参加した「駅圏活性化プログラム」策定調査 調査概要 
 

国土交通省都市・地域整備局街路課    
アーバン・インフラテクノロジー推進会議 

 
 
１．はじめに 
取手市においては、中心市街地の都市基盤の再構築を図るべく、駅周辺地区において土地区画整理事業を実

施し、また、その一方で、平成 12 年度に中心市街地活性化基本計画を策定し、商業活性化等のソフト施策と

市街地整備とが一体となった事業の展開を試みようとしている。 

しかし、土地区画整理事業後の建築物立地誘導施策や都市間交流拠点として位置づけている文化・芸術施

設・住宅施設等の建設・運営手法、まちなかの一体化に寄与する「東西自由通路」の建設・運営手法、店鋪の

共同・協調建て替え促進方策等については、隘路に立たされている状況にある。 

そこで、本調査においては、取手市に立地している東京藝術大学や民間企業及び市民、さらには、ブロード

バンド東京 21 研究会等の知識とノウハウを集結し、新しいまちなか活性化戦略のツールとして｢ブロードバン

ド｣を位置づけ、ブロードバンド･インフラの構築と活用の方向、さらには、まちなか活性化方策としての｢ア

ーバン・マネジメント｣の必要性と展開方向を整備プログラム及び方策を含めて具体的に提示した。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２．産・学・官の連携による交通結節点周辺（取手駅圏）の活性化方策の検討 
①取手駅圏活性化とプログラムの考え方 
ブロードバンド社会に対応した新しい考え方による都市の計画と運営＝アーバン・マネジメントを展開して、

以下に示す取手駅圏活性化とプログラムの考え方を設定した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
②取手駅圏の概念と広がり 
 取手駅圏の考え方としては、『駅および駅を取り巻き、高度なサービスが提供されるところ』、『都市の中心

となり「心のよりどころ」となるべきところ』となる都市機能・情報の集積エリアとした。 
 つまり、「駅圏」の広がりは、従来の「駅勢圏」等の概念とは異なり、ブロードバンド・インフラを活用し

て駅とまちの機能を担っていく広がりであり、取手市のシンボルであるとともに、重要な情報発信源でもある

東京藝術大学や取手市役所等の｢飛び地｣を含む、次に示すような広がりを「取手駅圏」に設定した。 
 
           《取手駅圏の広がり》 
 

《駅圏の概念図：重ね合わせ図》 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
                                  ⅰ 取手駅 
                                  ⅱ 交通結節点としての駅 

《検討の流れ》 
                                  ⅲ 駅利用者の利便施設 
                                  ⅳ 駅前商店街 置
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取手駅圏活性化の方向 
                                  ⅵ 取手駅を特徴づける資源 
                                  ⅶ 取手駅と同一空間にあると認

識できる拡がり 
取手駅圏のアーバン・マネジメント 

 
③取手駅圏活性化におけるブロードバンドの位置づけ 
 豊かな都市生活の実現、そして、サスティナブルなまちの運営が最重要課題となっている今日、ブロードバ

ンド通信網とそれを使った質の高いサービスの存在が、まちなかの活性化という課題を解決していく上で高い

ウエートを占めることになると想定される。 
 すなわち、まちづくりにおけるブロードバンドのもつ可能性を踏まえるならば、ブロードバンド通信網と質

の高いサービスの提供というソフトインフラを含めた広がりを「ブロードバンド・インフラ」と捉え、それを、

21 世紀のまちづくりを支える新しい「アーバンインフラ」と位置づけた。 
《取手駅圏活性化の考え方》 
① ｢まちなか活性化｣の基礎的条件である｢基盤｣と｢施設｣の一体的整備 
② ｢施設｣整備における機能重視から効果重視の考え方への転換 
③ 人をひきつけ、まちなかの活性化につなげていく道具立てとしてのブロードバンド・インフラの整備
と道具立てを活用した、都市機能の拡充と交流人口の拡大 

④ 市民、地域企業等との協働でのブロードバンドを活用した発信力とまちなかの吸引力の向上 
 
《取手駅圏活性化プログラムの考え方》 
① ｢選択と集中｣の原則に基づく、まちなかまちづくりの展開 
② 市民や地域企業等が主体となったまちなかまちづくりへの機運醸成のための先行投資の実施 
③ ブロードバンドを活用した新しいまちなか活性化戦略の展開 
④ ブロードバンド活用の試みの成果を踏まえた｢施設｣設計と整備・運用 

 
④取手駅圏活性化の方向 
 取手駅圏という比較的小規模な広がりを対象として構築する主たるブロードバンド・インフラ－まちなか活

性化の道具立て－として、無線ＬＡＮを位置づけ整備し、その道具立てを活用して、以下に示す５つの考え方

を基本として、公共及び民間の都市アメニティーサービス等を提供し、取手駅圏の活性化を図っていく方向で

考える。  

ブロードバンド・ 
インフラの整備と 
都市アメニティ 
サービス等の提供 

① 駅圏へのアクセス環境を向上させる 

②アートをテーマとする都市

活動等を活発化させる 
③まちなかでの快適な回 
遊環境を向上させる 

⑤都市インフラをマネジメントする ④安全・安心なまちなか回遊環境を向上させる

交流人口の拡大とサスティナブルな取手駅圏の形成 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



『ＵＭＯ取手準備委員会』
―実証実験による自立した
「ＵＭＯ取手」の可能性の検証―
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３．事業展開のためのソフト施策のあり方に関する検討 
 ここでは、２で検討した活性化方策、すなわち無線ＬＡＮを主とするブロードバンド・インフラの整備と提

供する各種の公共的サービスやビジネス・コンテンツを総体的に管理する事業を｢アーバン・マネジメント事

業｣と定義し、行政依存ではなく地域にすみ、地域で活動を行っている人たちが中心となった組織が担ってい

くべきであると考え、「ＵＭＯ取手」の設置や、駅圏活性化と一体となって取り組むべき事項について検討を

行った。 
 
①取手駅圏のアーバン・マネジメント 
 ⅰ）アーバン・マネジメントの必要性 
  今日、都市の評価（質）を高め、競争を勝ち抜いていくためには、｢まちなかの居心地の良さ｣｢人の目が

届いているまちなか｣づくりが重要視されつつあり、かつてコミュニティの維持を担ってきた｢家守｣をまち

の広がりに拡大して、地域コミュニティの再生を担う｢街守｣の重要性が議論され始めている。 
  すなわち、行政依存ではなく地域にすみ、地域で活動を行っている人たちが中心となって｢組織｣をつくり、

主体的に質の高いまちなかづくりを進めていくことが必要で、まちづくりにおいて大きなポイントになって

いる。 
  ここでは、一定の広がりを持った特定エリア（取手駅圏）を対象に地域のポテンシャルを高める視点をも

って、まちづくりから地域管理までを一貫して行うことを「アーバン・マネジメント」と定義する。 
 
 ⅱ）アーバン・マネジメント事業の展開方向 
アーバン・マネジメント事業は、公共性と営利性の２つの性格をもつ新しい社会資本的性格を持つため、

民間事業者が単独でシステムの構築と運営等を展開していくことはむずかしく、民間事業者と行政等とのパ

ートナーシップでしか構築し得ない。そこで、中間的団体としての「ＵＭＯ取手（Urban Management 

Organization）」が経営主体としての役割を担っていく方向で考え、その事業収支のなかで自立した経営が

成立しなければならない。次にその事業構造を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  しかしながら、わが国においては、公共性と営利性という２つの性格をもつ｢アーバン・マネジメント事

業｣は、本格的に実施されておらず、市場性が確認されていない。このため、前述した｢ＵＭＯ取手｣の最小

限のバランスシート成立の見通しを得るためには、実証実験で検証していく必要がある。 

  実証実験の内容としては、ブロードバンド・インフラを利用していなかった公共サービスやビジネス・コ

ンテンツ等をブロードバンド・インフラに乗せ、社会的なサービス効果とその対価（VFM）を把握し、ブロ

ードバンドによる地域サービス事業の成立可能性を探ることが実証すべき内容と考える。 

 

②駅圏活性化と一体になって取り組む施設・基盤整備の展開方向 

 「駅圏活性化と一体となって取り組む施設・基盤整備」については、「アーバン・マネジメント事業」との

関連性が想定される事業に絞り込んでいく必要があり、中心市街地活性化基本計画の位置づけ等もふまえて、

「東西自由通路」「芸術館」の２つを設定し、方向性を示した。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
４．実証実験の方針と活性化プログラム 
①実証実験の方針 
ⅰ）実証実験の目的 
 取手市の中心市街地の活性化を促進するためには、｢基盤｣と｢都市機能（芸術、交通、商業・交流、行政

サービス）｣の一体的整備が不可欠であり、概ね５年後を目途に整備の実現を予定する。しかし、人を引き

つけるための情報の発信と提供がなされておらず、その道具立てとしての｢ブロードバンド｣を含めた三位一

体の整備が重要である。そのためには、｢基盤｣と｢都市機能｣の整備プログラムと整合を取りながら、道具立

ての整備を行政が担い、市民と地域企業等が情報の発信・提供の試みをはじめる環境づくりを早期に着手す

ることが必要であり、人を引きつける環境づくりとの位置づけのもと｢取手駅圏ブロードバンドサービス実

証実験｣を市民、地域企業が主体（UMO 取手準備委員会）となって実施する。 
 
ⅱ）構築するシステム：無線ＬＡＮを使用した駅圏ＩＰ網 
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《東西自由通路》 
 ラッチ内と取手駅東口及び西口との間の円滑な流動を促進とするとともに、市内各地における都
市活動（イベント等）等の状況や来街者や市民等のニーズに対応した店舗情報や交通情報等をわか
りやすく把握できる、活発な都市内交流活動を支援するとともに、新たな交流人口を引きつける｢情
報広場｣的な機能を有する『ブロードバンドスケープ型の自由通路』として整備していく方向が効果
的である。 
 
《芸術館》 
 ｢芸術に出会えるまちーアートタウン TORIDE－｣（中心市街地活性化基本計画より）の中核的施設
として、芸大をはじめとした優れた芸術家によるアートの発信・展示・上演等を通じ、市民等が一
流の芸術に触れられる場所・機会を創出するとともに、｢アートタウン｣としてのアーバン・マネジ
メント機能を組み込んだ『アーバン・マネジメントセンター型の芸術館』として上位計画と整合を
取りながら整備していく方向が効果的である 

駅圏

ＵＭＯ情報センター

インターネット

取手市役所

東京芸大

インターネット・ゲートウェィを持つ基地局と
駅圏内各地の端末を無線ＬＡＮで接続する。

一般市民の無線ＬＡＮアクセスは基幹網と
は別のチャネルを使用する。

街頭

店頭 公共フロア

取手駅圏ネットワーク

東京芸大東京芸大

取手市役所

無線ＬＡＮ端末局

UMO情報センター

無線ＬＡＮ

公共スペースで放映

実証実験（案）

１．バーチャル・ストリートシアター
２．市役所遠隔相談サービス（コンシェルジェ）
３．バスターミナル情報サービス
４．オンデマンド・ピックアップタクシー
５．店舗案内・情報サービス
６．バリアフリーの推進

出典：ﾊﾟｲｵﾆｱ

ＷＥＢカメラ

ディスプレイ
街頭端末

 

まちに向けた情報発信には

映像出力機器の設置が有効

＜ディスプレイ＞
＜街 頭 端 末＞

まちの状況に応じたサービス提供を

するためには映像入力機器が必要

＜ＷＥＢカメラ＞

まちのあらゆる場所で
サービスを提供

＜無線ＬＡＮ＞

人を引きつけるための情報の発信と提供を行うために･･･

端末機器等を持っていなくても

発信される情報が簡単に入手できる

有用なサービスを提供するためには
まちの情報を入手することが先決

光ファイバ等が敷設されていない場所でも

需要があれば手軽にサービス提供

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ⅲ）サービスメニュー 
 
 
 

４．オンデマンド･ピックアップタクシー

・客待ちのタクシーは専用の滞留スペースで待機し、利用者
　の要求に応じて駅前に横付けすることで駅前広場の有効活
　用を図る。
・画像解析にて、駅前の客待ちタクシー台数やタクシー待ち
　乗客数などが遠隔地のディスプレイにて把握できる。

・無線ＬＡＮを活用して、タクシ－に待ち状況を送信するこ
　とも可能となる。

駅前広場

滞留スペースＷＥＢカメラ

ディスプレイ

無線ＬＡＮ

待ち　×台　×人

ＵＭＯ
情報
センター

画像解析
ＰＣ

無線ＬＡＮ

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ⅳ）スケジュール 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

②取手駅圏活性化プログラムの提案 
今後の取組みスキームと整合を取りながら、IT 活用に係る事項を中心とするプログラムを以下のように提
案する。 
《取手駅圏活性化に係る今後の取組みスキーム》 

取手駅自由通路

バーチャル・シアター

芸大キャンパス

パーフォマンス・ステージ

１．バーチャル・ストリ－トシアター

収益モデル例として：
　この仕組みを取手市や
　一般企業等がイベント
　関連で利用する際には
　利用料を徴収し運営資

　金とする。

・芸大キャンパスに設置する常設ステージと光ファイバー
　通信で結ばれた大画面映像装置が、キャンパスで展開す
　るパーフォマンスや作品紹介をリアルタイムに映し出す。
・画像は双方向なので、演者も観客の反応を感じることが
　でき、直接的なコミュニケーションも生まれる。

・ネットワークを介した海外拠点とのコラボレーション、
　動画配信などの利用も期待される。

無線ＬＡＮ

インターネット

ＵＭＯ情報センター

２．市役所遠隔相談サービス（コンシェルジェ）

取手市行政相談コーナー

市役所本庁舎

取手市行政相談コーナー

駅通路等

取手市行政相談コーナー

駅通路等

無線ＬＡＮ

インターネット

・駅近傍に市の出先オフィスを置けば良い
　のだが、市行政に精通した専業職員を常
　駐させねばならず、休憩室や交代要員の
　待機など、相当の費用がかかる。

収益モデル例として：
　上記を行った場合に掛かる費用の何割か
　を当サービスの運営資金にあてる。

・市役所内の総合相談デスクに双方向ブロードバンドの画像音声通信シ
　ステムを置き、一方駅前の一角にも端末を置いて、市役所の相談員が
　遠隔で応対するサービス。
・市民は、駅に来たついでに、気軽に市役所業務に関する相談や質問を
　することができる。

・相談員から担当部署への照会、確認が、内線電話でできることも便利
　である。
・遠隔サービスは、市役所ロビーに常駐する相談受付員が、来庁者応対
　と並行して行うことができるので、交代や休憩などは庁内の資源を活
　用できる。

・まち案内や地域イベント情報の提供

・商店街の宣伝やタイムセールのリアルタイム放送
・自治体広報
・駅周辺地図
・エレベータ内の映像放映（防犯対策）
・緊急誘導　　　　　など

将来の継続事業における展開例

ＵＭＯ情報

センター

 
 
                             《取手駅圏活性化プログラム》 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（参考：１）策定委員会、運営会議、研究会の実施状況 

 

・駅北土地区
画整理事
業 

・芸術・文化
発信拠点
の整備 

・取手駅東西
自由通路
の整備 

・IT 活用に
よる情報
受発信 

・公共公益施
設・都心居
住施設の
整備 

H16 年度 H17 年度 H18年度以降

調査名 アウトプット

都市再生
モデル調査
 
駅圏活性化
プログラム
策定調査 

IT ツールを活
用した取手駅
圏の活性化方
策 

取手駅周辺
再生本部（取
手市） 
 
取手駅周辺
再生基本計
画策定調査

・地域資源（産・
学・民・官）
との連携と活
用の方策 

・公共・公益施
設の配置計画

・都心居住施設
の配置計画 

・駅東西口の一
体性・歩行回
遊性を確保す
る交通施設の
配置計画（自
由通路等） 

提言
土地利用に
ついての提
示/調整 

まちづくり総合支援事業（経過措置）
・取手駅北土地区画整理事業 
・都市計画道路の整備 
・その他 高次都市施設等 

実証実験の実施に
向けた組織づくり
等の準備/調整 

・実証実験の実施

及び IT 活用（整

備・運用） 

・駅北土地区画整

理事業 

・芸術文化発信拠

点整備 

・自由通路整備（設

計/整備） 

・公共公益施設、

都心居住施設整

備 

整合

まちづくり交付金等の 
活用による事業実施 

都市再生整備計画 

（実施） 

H17 H18 H19 H20 H21

・ブロード
バンド・イ
ンフラの整
備
・ブロード
バンド・イ
ンフラを活
用した実証
実験の実施

・ ア ー バ
ン・マネジ
メント事業
を担う主体
の設立

東西自由通
路に係る事
項
芸術館に係
る事項

公共・公益
施設/都心居
住施設等に
係る事項

・｢都市再生整備計画｣と整合を取りながら順次、整備・運用

・基本計画/実施設計／関係機関調整 整備・運用

・基本計画/実施設計 整備・運用

IT活用に係
る事項

・実証実験
の実施に向
けた組織づ
くり等の準
備/調整

・ ア ー バ
ン・マネジ
メント事業
の本格的展
開

事業内容の拡充

○策定委員会 計４回開催 

（第１回：平成 16 年８月、第２回：平成 16 年 11 月、第３回：平成 17 年１月、第４回：平成 17 年３月） 

委 員：行政、民間企業、地元商工団体、教育団体など 23 名  実施内容：調査内容の検討・了承 

○運営会議 計７回開催 

（第１回：平成 16 年７月、第２回：平成 16 年８月、第３回：平成 16 年 10 月、第４回：平成 16 年 10 月、 

第５回：平成 16 年 12 月、第６回：平成 17 年１月、第７回：平成 17 年３月） 

委 員：行政、民間企業など 15 名  実施内容：調査内容の具体的検討・連絡調整 

○研究会 計 7回開催 

（第１回：平成 16 年８月、第２回：平成 16 年９月、第３回：平成 16 年 10 月、第４回：平成 16 年 12 月、 

第５回：平成 17 年１月、第６回：平成 17 年３月、第７回：平成 17 年３月） 

委 員：民間企業など 13 名  実施内容：調査内容の作成・具体的検討 

 
（参考：２）実証実験に関するデモンストレーション 
 この調査における最終委員会（平成 17 年３月 23 日）にて、実証実験のイメージがわくよう、簡単なデモン

ストレーションを実施した。 
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／1

119753Ｈ18
／1

119Ｈ17
／7
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3Ｈ19
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・推進体制の確立
・コンテンツ内容のつめ
・基地局確保、カメラ、ディスプレ　
　イ等の設置場所の確保
・店舗・警察・交通事業者等との　
　交渉

・効果検証方法の検討　　等

・ブロードバンド・　
　インフラ等の整　
　備
・パブリシティ　等

実証実
験（１ヶ月）

・効果検証・
　継続実　
　施の方　
　針検討　
　等

事業の本
格実施

アーバン・
マネジメ
ント事業
を担う主
体設立
と事業

実施

大利根交通バス

関東鉄道バス

北方車庫

到着

　東口２番

光風台団地

利根ﾆｭｰﾀｳﾝ 　東口１番

　東口２番
戸頭駅 　西口１番

乗り場

大利根交通バス

関東鉄道バス

北方車庫

到着

　東口２番

光風台団地

利根ﾆｭｰﾀｳﾝ 　東口１番

　東口２番
戸頭駅 　西口１番

乗り場

大利根交通バス

関東鉄道バス

北方車庫

到着

　東口２番

光風台団地

利根ﾆｭｰﾀｳﾝ 　東口１番

　東口２番
戸頭駅 　西口１番

乗り場

大利根交通バス

関東鉄道バス

北方車庫

到着

　東口２番

光風台団地

利根ﾆｭｰﾀｳﾝ 　東口１番

　東口２番
戸頭駅 　西口１番

乗り場

３．バスターミナル情報サービス

ＵＭＯ
情　報
センター

駅前バス停留所

駅待合室

①
・駅前バス停留所を路線に関係なく
　共有かつランダム使用することに

　より、バス停数を減らし、駅前広
　場スペースを有効活用する。
・駅圏各所のディスプレイには、何
　処行きのバスは何番乗り場から出
　発するか表示する。
・到着から出発まで、時間のあるバ

　スに関しては、一度バス待機場所
　に移動し、定刻に再度バス停に入
　る。
②
・バス運行経路に画像センサを設置
　してバスの到着予定時刻を推定し、

　取手駅からの発車予定時刻を駅圏
　にリアルタイムで配信する。
・乗客はバス発車間際まで駅近くの
　店舗などで時間を過ごすことがで
　き、店舗も売上増につながる。

バスに装着したパターンを
読取り、運行予定から発車
予定時刻を識別する。無線ＬＡＮ

大利根交通バス

関東鉄道バス

北方車庫

到着 乗り場

　東口２番

光風台団地

利根ﾆｭ ﾀーｳﾝ 　東口１番

　東口２番
戸頭駅 　西口１番

大利根交通バス

関東鉄道バス

北方車庫

到着 乗り場

　東口２番

光風台団地

利根ﾆｭ ﾀーｳﾝ 　東口１番

　東口２番
戸頭駅 　西口１番

有効活用スペース

①

②

バス待機場所

・オンデマンドバス
・送迎車両のコントロール
・商業集積の搬入車両コントロール

将来の継続事業における展開例

無線ＬＡＮ

大利根交通バス

関東鉄道バス

北方車庫

到着

　東口２番

光風台団地

利根ﾆｭｰﾀｳﾝ 　東口１番

　東口２番
戸頭駅 　西口１番

乗り場

大利根交通バス

関東鉄道バス

北方車庫

到着

　東口２番

光風台団地

利根ﾆｭｰﾀｳﾝ 　東口１番

　東口２番
戸頭駅 　西口１番

乗り場

大利根交通バス

関東鉄道バス

北方車庫

大利根交通バス

関東鉄道バス

北方車庫

到着

　東口２番

光風台団地

利根ﾆｭｰﾀｳﾝ 　東口１番

　東口２番
戸頭駅 　西口１番

乗り場

大利根交通バス

関東鉄道バス

北方車庫

到着

　東口２番

光風台団地

利根ﾆｭｰﾀｳﾝ 　東口１番

　東口２番
戸頭駅 　西口１番

乗り場

到着

　東口２番

光風台団地

利根ﾆｭ ﾀーｳﾝ 　東口１番

乗り場

　東口２番
戸頭駅 　西口１番

大利根交通バス

関東鉄道バス

北方車庫

到着

　東口２番

光風台団地

利根ﾆｭ ﾀーｳﾝ 　東口１番

乗り場

　東口２番
戸頭駅 　西口１番

大利根交通バス

関東鉄道バス

北方車庫

到着

　東口２番

光風台団地

利根ﾆｭ ﾀーｳﾝ 　東口１番

乗り場

　東口２番
戸頭駅 　西口１番

大利根交通バス

関東鉄道バス

北方車庫

到着

　東口２番

光風台団地

利根ﾆｭ ﾀーｳﾝ 　東口１番

乗り場

　東口２番
戸頭駅 　西口１番

無線ＬＡＮ

無線ＬＡＮ
百貨店

駅前喫茶店

５．店舗案内・情報サービス

飲食店

物販店

自由通路等

・各店舗が店舗情報をUMO情報センターに蓄積
　させ（随時更新可能）、お買い得情報や、　
　お店の予約、割引券の発行等を行うサービス。

・画面の上部には広告が流れるテロップを設置。

・お客は自由通路や街頭に設置されているキオ
　スク端末で店舗の情報を入手する事ができ、
　店舗側も情報をリアルタイムで流す事により、

　集客力の向上や売上増につながる。

百貨店

インターネット

無線ＬＡＮ

ＵＭＯ情報
センター

ライブ・カメラ

ネットワークを通じて街角や店内に設置したカメラの画像を見ることができます。

また、インターネットの画面上でカメラの向きを変えたりズームインなどの遠隔操作
もできます。

お店の混み具合を見たり、防犯用途にも使えます。

Ｉ２Ｐ（インタラクティブ・インフォメーション・パネル）

タッチパネル式の画面で、さまざまな情報を選択して見たり、相手を選んで相互に会話したりするための特別

なソフト（Ｉ２Ｐ）を搭載しています。

駅圏ｅネットにふさわしい効果的な内容についてはこれから検討して参るものですが、サンプルのデモを通じ

て、店舗や街頭、駅構内に設置する取手駅圏ｅネットの端末のイメージに思いをめぐらせていただきます。

無線ＬＡＮ

すでに一般的になってしまった無線ＬＡＮですが、これを使ってライブカメラ画像にアクセスしたり、インターネ
ット・ホームページを見ていただきます。　今回用意する機器では通信速度が不十分で、動画像などが見にく
いことがあるかもしれないので、補助的に見ていただきます。

ＰＣ２ ＰＣ３

ＷＥＢカメラ 無線アクセスポイント・ルーター

ＰＣ１

学内ＬＡＮ

プロジェクター

ＥＴＨＡネット

無線ＬＡＮ

ＷＥＢカメラ　デモ

キヤノン

駅圏ネット端末　デモ（イイガＩ２Ｐ） 無線ＬＡＮデモ

（インターネット）

インターネット

取手市ホームページ
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大学、民間企業等が参加した「駅圏活性化プログラム」策定調査 
 

問い合わせ先 
 
 
アーバンインフラ・テクノロジー推進会議 

 〒112-0013 東京都文京区音羽 2-2-2 アベニュー音羽３F （財）都市みらい推進機構内 

 ＴＥＬ：03-5976-5860         ＦＡＸ：03-5976-5858 

 E-Mail：uit@uit.gr.jp         ＵＲＬ：http://www.uit.gr.jp  

 担 当：亀山 

 

ブロードバンド東京２１研究会 

 大成建設（株）都市開発本部ＦＭ推進部 

 〒163-0606 東京都新宿区西新宿 1-25-1 新宿センタービル 

 ＴＥＬ：03-5381-5168        ＦＡＸ：03-5381-5549 

  担 当：瀧上 
 （株）大林組 エンジニアリング本部情報エンジニアリング部 

 〒108-8502 東京都港区港南 2-15-2 品川インターシティＢ棟 

 ＴＥＬ：03-5769-1803        ＦＡＸ：03-5769-1983 

  担 当：永瀬 
 鹿島建設（株）開発事業本部開発計画部 

 〒100-0013 東京都千代田区霞が関 3-8-1 

 ＴＥＬ：03-5251-8042        ＦＡＸ：03-5561-2382 

  担 当：嶋村 
 清水建設（株）建築事業本部開発企画部 

 〒1105-8007 東京都港区芝浦 1-2-3 シーバンスＳ館 

 ＴＥＬ：03-5441-0155        ＦＡＸ：03-5441-0365 

  担 当：中村 
 （株）竹中工務店 技術ソリューション本部技術企画部 

 〒104-8182 東京都江東区新砂 1-1-1 

 ＴＥＬ：03-6810-5677        ＦＡＸ：03-6660-6168 

  担 当：森田 
 （株）エックス都市研究所 第一研究本部 （ＢＢ２１研究会事務局） 

 〒171-0033 東京都豊島区高田 2-17-22 目白中野ビル６Ｆ 

 ＴＥＬ：03-5956-7501        ＦＡＸ：03-5956-7521 

  E-Mail：bb21info@exri.co.jp     ＵＲＬ：http://www.exri.co.jp/bb21/ 

  担 当：折原・坪内 
 
取手市都市整備部都市政策課 

 〒302-8585 茨城県取手市寺田 5139 

 ＴＥＬ：0297-74-2141（内線 355）   ＦＡＸ：03-5976-5858 

 担 当：海老原・木野本 


